
 
令和 4 年 9 月 18 日 

国 土 交 通 省 

九 州 地 方 整 備 局 

鹿児島国道事務所 

 

 

 

台風１４号に伴う国道１０号竜ヶ水
りゅうがみず

地区
ち く

の通行止めについて 

令和４年９月１８日 １０時３０分 

 

令和４年９月１８日１１時００分より、国道１０号沿岸部においては、

台風１４号接近に伴い、越波により通行に支障があるため、次の区間に

おいて、通行止めを行います。 

今後の道路情報にご注意ください。 

 

【通行止め区間】 

・国道１０号 姶良市
あ い ら し

重富
しげとみ

～鹿児島市
か ご し ま し

吉野町
よしのまち

磯
いそ

（延長１１．３ｋｍ）  

〈規制区間、迂回路については別図のとおり〉 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

国土交通省 九州地方整備局 鹿児島国道事務所 

技術副所長   山口
やまぐち

 

         計画課長    清原
きよはら

 

ＴＥＬ：０９９－２１６－３１１１（代表） 

記者発表資料 
（第３報） 
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